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       みどりっ子便り 
 

明日は 1学期の終業式です 

 

明日７月２０日をもって、７１日間の１学期が終了いたします。明日の終業式は、新型コロナウイルス

感染防止のため、密集を避けてテレビ放送で行う予定です。みどりっ子たちの１学期の頑張りを、みんな

で称賛し合える１日にしたいと思います。 

 

タブレットの持ち帰りについて 

～ルールとモラル・相手を思いやって～ 

 
 7月１５日（金）に配布した文書の通り、今年度は夏休み期間中も活用できるようタブレットを持ち帰

ります。本日、全校一斉に、専用バックに入れて持ち帰りました。夏休み中に活用する内容につきまして

は、学年からのお便り等をご覧ください。 

タブレットやスマホなどの機器は大変便利なものですが、使用上のルールや情報モラルを守らないと、

大きなトラブルを引き起こしたり、巻き込まれてしまったりすることがあります。学校では、各学年の発

達段階に応じて、以下の内容について指導を行いました。特に、いじめや人権侵害が起きないよう、言葉

の使い方には十分注意するよう指導を継続しています。1学期の間、人を傷つけるような言葉、使っては

いけない言葉によるトラブルが発生しています。感染防止のためのマスクで顔の表情が伝わりにくい状

況が続いているからこそ、気持ちを伝えるための言葉、自分の思いや気持ちを言葉で伝え合うことが大

切になっていると思います。相手を思いやりながら言葉を選んで使えるよう、これからも指導を継続し

てまいります。 

夏季休業中のお子さんをトラブルから守るために、文書と一緒に配布しました「緑ケ丘第一小学校児

童のタブレット端末利用確認書」の各事項について、ご家庭でもお子さんと確認していただきますよう

お願いいたします。 

 

【タブレット使用にあたって】 

☆ 相手の心を傷つける言葉、相手を嫌な気持  

ちにさせる言葉は使わないこと。 

☆ 写真や動画の撮影は、必ず相手の許可をと 

ってから行うこと。 

☆ 写真や動画を相手の許可なしにＳＮＳに掲載 

しないこと。 

☆ 個人情報をＳＮＳ等で公開しないこと。 

☆ タブレットの破損に気を付けること。持ち帰 

りバックの中でも、液晶画面の上に物を載せ 

ないこと。（明らかな故意による破損や重過失 

による紛失・盗難の場合、相当代価の弁償と 

なることがあります。) 

☆ 使用上のルール（時間、使用目的、パスワ 

ードの管理等）を守って使うこと。 
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